
全ての病気・ケガで

所定の支払事由に
該当した場合
住宅ローン残高が

死亡・所定の高度障害に該当、または余命6ヵ月以内と判断されたとき

生まれて初めて悪性新生物（がん）と診断されたとき＊1

脳卒中・急性心筋梗塞で所定の状態が60日以上継続したとき＊2

5つの重度慢性疾患で就業不能状態が12ヵ月を超えて継続したとき＊3

8疾病以外のほぼ全ての病気・ケガで就業不能状態が12ヵ月を超えて
継続したとき

８疾病以外のほぼ全ての病気やケガで就業不能状態が１ヵ月の
免責期間を超えて継続し約定返済日を迎えたとき

住宅ローンは肥後銀行！他にも安心の保障が充実しています！

住宅ローン
残高

最長11ヵ月間
毎月の返済額が

がん先進医療の技術料

10万円保障
通算最大2000万円保障
さらに、がん先進医療一時金

日帰り入院も保障

入院一時金10万円
病気やケガで入院したとき

さらに

1ヵ月分のローン返済額を保障

「全疾病保障プラン」の保障の概要を
掲載しています。保険金等のお支払い
には条件がございます。詳しい内容は
「被保険者のしおり（契約概要・注意
喚起情報）」でご確認ください。

＊1：皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物（皮膚がん）、上皮内がん（上皮内新生物）、
大腸の粘膜内がん、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤がんはお支払いの対象となりません。

＊2：所定の状態とは・・・脳卒中：言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した
場合。急性心筋梗塞：労働制限を必要とする状態（軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできる
が、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が継続した場合。

＊3：5つの重度慢性疾患とは・・・高血圧症・糖尿病・肝硬変・慢性腎不全・慢性膵炎を指します。就業
不能状態とは、入院や医師の指示による自宅療養により被保険者の経験・能力に応じたいかなる
業務もまったく従事できない状態を指します。
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全疾病保障付住宅ローン

詳しくは、肥後銀行の本支店・ひぎんローンプラザまで、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

現在の金利+年0.2％の
上乗せで今までにない
ご安心を。

女性配偶者が、乳がんなど

100万円保障
女性特有のがんと
診断されたとき、一時金として

※

※保険会社が認める病気やケガが対象となります。

Web告知はこちら▶
※受付コード［097］の
　ご入力が必要となります。

上皮内がん、皮膚がんと診断されたとき ………………………………… 一時金として、30万円保障！



住宅ローン保険（団体信用生命保険・就業不能信用費用保険等）について

全疾病保障付き住宅ローンをお勧めする理由

返済期間中に病気にかかっても、住宅ローンのご返済は医療保険やガン保険では保障されないのが一般的です。

生活費
医療費

住宅ローンのご返済
健康時

ご加入いただける方

※悪性新生物（がん）に罹患したことのある方はご加入いただけません。ご加入
にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただ
きます。告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。

重要事項のご説明について

病気やケガにより働けなくなる可能性があります
過去5年間に入院した経験がある人の割合 8大疾病の患者数

24％

76％

約6人に1人

（公財）生命保険文化センター　令和 4年度「生活保障に関する調査」より
カーディフ損害保険株式会社にて算出

厚生労働省「令和2年 患者調査」および
総務省統計局「人口推計－令和5年3月報－」（令和4年10月1日現在）
を基にカーディフ損害保険株式会社にて算出
※統計の疾病（悪性新生物・脳血管疾患・心疾患・糖尿病・高血圧性疾患・
慢性腎臓病・ 肝疾患・慢性膵炎）は、弊社が保障対象としている疾病
と全く同一ではありません

日本の約4人に1人が、8大疾病の患者です

がん診断後の
就労への影響

国立がん研究センターがん対策情報
センター厚生労働省委託事業
「患者体験調査報告書 平成30年度
調査」

がん診断時と現在の
世帯収入の変化

厚生労働省がん臨床研究事業「働
くがん患者と家族に向けた包括的
就業支援システムの構築に関する
研究」班「治療と就労の両立に関す
るアンケート調査」結果報告書
（2012年8月）

がんは離職や休職の原因となり、収入減を招きます

詳しい保障内容や保険金・診断給付金によるご返済が受けられない場合
（免責事項）などお客さまの不利益となる事項の説明については、「被
保険者のしおり」に掲載の「契約概要」・「注意喚起情報」で必ずご確認
ください。またご利用いただく保険は、カーディフ生命保険（株）・カー
ディフ損害保険（株）の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者
のしおり」に掲載の問い合わせ先へご連絡ください。

病気にかかった場合、医療費の負担が増大します。くわえて、ご家族の生活費や住宅ローンのご返済は元気なときと同様に続きます。
医療保険やガン保険には、医療保障だけでなく、生活を保障するタイプもありますが、一般に住宅ローンのご返済までは保障されません。

この部分を保障するのが「全疾病保障付住宅ローン」です。

生活費と医療費は、医療保険やがん保険などで備えることができます。
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がんと診断された方の、約3割は現役世代です

厚生労働省「令和2年 患者調査」より
カーディフ損害保険株式会社にて算出

（がん診断時に仕事をしていた方）

悪性新生物
心疾患
脳血管疾患
糖尿病
高血圧性疾患
慢性腎臓病
肝疾患
慢性膵炎
8傷病合計

主な傷病の総患者数

8大疾病の患者数割合：
全国でおよそ3,055万人

3,656,000人
3,055,000人
1,742,000人
5,791,000人
15,111,000人
629,000人
510,000人
55,000人

30,549,000人

ガン（悪性新生物）総患者数
3,656 千人

0～4歳・不詳
0.1％

5～14歳
0.2％

15～24歳
0.2％

25～34歳
0.7％

25～64歳
29.8％

（108.8万人）

35～44歳
3.4％
45～54歳
10.8％
55～64歳
14.9％

65～74歳
30.2％

休職・
休業した
54.2％

増えた
15.0％

変わらない
37.5％

減った
46.6％

無回答
0.9％

退職・
廃業した
19.8%

いずれでも
なかった
26.0%

75～84歳
29.8％

85歳以上
9.7％

日本の人口
約1億2,500万人

総数
427人

生活費

医療費

住宅ローンのご返済
疾病時

（％）

※ローン実行日前に発生した病気やケガ、および保障の開始日前に入院した場合
には保険金をお支払いしません。また、保障の開始日の前に罹患した女性特有
のがんについては診断一時金をお支払いしません。

※責任開始日の前に罹患したがんについては、診断確定が責任開始日以降であっ
ても診断給付金をお支払いしません。

保障の開始日
【死亡保障、高度障害保障、リビングニーズ保障】
●ローン実行日
【がん保障、がん先進医療保障、上皮内がん・皮膚がん保障】
●ローン実行日より91日目。ローン実行日の91日目を責任開始日として、
　この日より保障が開始されます。

●ローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日

※退院日の翌日から180日以内の再入院は、同一の入院として取り扱われ、お支払い
の対象とならない場合があります。

※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内の再入院は、同一の
入院として取り扱われ、保険金の支払いが制限される場合があります。

お支払いの通算限度等について
【入院保障】
●入院一時金（10万円）のお支払いは通算12回までとなります。

【上皮内がん・皮膚がん保障】
●診断一時金のお支払いは保険期間を通じて１回となります。
【がん診断一時金（配偶者・女性用）保障】
●診断給付金（100万円）のお支払い回数は1回のみとなります。

●就業不能信用費用保険金のお支払いは保障期間を通算して36カ月と
なります。

●ご加入時年齢満18歳以上52歳未満の方

●新規で住宅ローンをご利用いただける方

【入院保障、脳卒中・急性心筋梗塞、がん診断一時金（配偶者・女性用）保障、
 5つの重度慢性疾患保障、全疾病保障】


